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【一戸町】 

１人１台端末の利活用に係る計画 

 

１．１人１台端末を始めとするICT環境によって実現を目指す学びの姿 

　中央教育審議会答申「「令和の日本型学校教育」の構築を目指して～全ての子供たち

の可能性を引き出す、個別最適な学びと、協働的な学びの実現～」（令和３年１月）に

おいて示されている「個別最適な学び」と「協働的な学び」について、以下の学びの姿

を目指す。 

⑴　個別最適な学び 

学習指導要領に示されているように、指導方法や指導体制の工夫改善により「個に

応じた指導の充実を図る。また、ＩＣＴ環境の活用、少人数によるきめ細かな指導体

制の整備を進め、「主体的・対話的で深い学び」を実現することにより、自らの学習

の状況を把握し、主体的に学習を調整することができる児童生徒を育成する。 

⑵　協働的な学び 

探究的な学習や体験活動等を通じ、児童生徒同士で、あるいは多様な他者と協働し

ながら、自ら問題を発見して課題を設定し、解決していく児童生徒を育成する。 

 

２．GIGA第１期の総括 

当町は、ICT環境の整備・充実に積極的に取り組み、令和２年度までに１人１台端末

を整備した。学校現場では教科や学習場面に応じて、情報の収集、発信、共有するため

のツールとして端末を活用している。 

通信ネットワークの整備に関しては、令和３年度に役場集約で一部帯域保証型回線及

びプロバイダの整備を行ったことで、町内全ての学校で必要なネットワーク速度を確保

してネットワーク環境の充実を図った。 

授業における活用のために、大型提示装置や学習用クラウドサービスを整備し、教育

活動全般での活用が見られた。 

 

３．１人１台端末の利活用方策 

　⑴　１人１台端末の積極的活用 

　　　本町では、１人１台端末の更新を令和７年度に予定している。GIGAスクール構想

第２期においてもその環境を引き続き維持し、各教科の授業や総合的な学習の時間、

校外学習、家庭学習等、校内外の様々な場において、積極的な利活用を進める。 

また、ICT支援員の学校訪問支援により、教員のICT活用指導力や児童生徒の情報

活用能力の一層の向上に努める。 

⑵　個別最適な学びと協働的な学びの充実 

児童生徒が学習方法や学習過程等を自分で選択し、自己調整しながら学習を進め

られるよう、学習者用デジタル教科書・デジタルドリル等の導入を進めていく。 

⑶　誰一人取り残さない児童生徒の学びを保障 

不登校児童生徒、別室登校児童生徒、日本語指導が必要な児童生徒及び障がいの　

ある児童生徒等、個に応じた指導が必要な児童生徒に対し、端末を活用した学びの
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機会を確保していく。また、全ての児童生徒を対象として、教育相談やアンケート

を実施するためのツールとしての活用を進めていく。 

 ⑷　端末の確実な更新 

これまでの課題やこれから解決する必要がある課題について、児童生徒の１人１

台端末の利活用がなくては解決できないものであると考えられるため、今回整備す

る端末の更新が必要となる時期（５年後に予定されるサードＧＩＧＡ）についても、

児童生徒の学びに空白が生まれないよう、関係機関等と情報共有を行いながら、確

実な端末の更新を行っていく。


